別紙２　ＨＡＣＣＰチェックシート
　　１　認定前の検査
1　 米国向け輸出水産食品加工施設の原材料及び加工の工程において、米国FDAが発行した危害及びその管理に関するガイド(Hazards and Controls Guide)に基づき、発生する可能性のある潜在的な危害原因物質について危害分析を行っているか。
2　 アの結果、潜在的な危害原因物質が重要ではないため、ＨＡＣＣＰプランに含む必要がないと判断した理由はあるか、また、科学的に妥当なものか。
3　 アの結果、発生する可能性のある重要な危害原因物質について適切な防止措置が設定され、ＣＣＰが特定されているか。
4　 各々の重要管理点には、工程の管理が適切に行われていることを保証できる管理基準が設定されているか。
5　 各々の重要管理点には管理基準が遵守されていることを確認するための、適切なモニタリング方法（誰が、何を、どのようにして、どのような頻度でモニタリングするかが含まれていること）が規定されているか。
6　 各々の重要管理点には、管理基準から逸脱した際に、工程の管理状態を元に戻す措置及び影響を受けた製品に対する措置を含む改善措置が規定されているか、または別添２の １(４)ウの標準的な改善措置に従うことになっているか。
7　 検証には、記録の評価、モニタリングに用いる計器の校正及び必要に応じ最終製品又は中間製品の試験検査が含まれているか。
8　 別添２の３(２)アからクまでに規定された８項目について、定期的に実施状況を点検し、記録し、必要に応じ改善措置を講じているか。
　　２　認定後の検査
各認定施設のＨＡＣＣＰプランが適切に実施されていることを確認するために、検証を行うこと。検証の内容としては、次の事項を含むこと。
1　 モニタリング、改善措置及び施設が実施した検証の記録並びに衛生管理モニタリングの実施記録を評価すること。
2　 最終製品、中間製品等の試験検査を行うこと。
3　 ＨＡＣＣＰプランの重要管理点、管理基準、モニタリング方法の設定が適切か見直すこと。
4　 消費者からの苦情ファイルを評価すること。
5　 別添２の３(１)に規定されたＳＳＯＰ等の効果を確認すること。
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